
社会福祉法人 日進市社会福祉協議会 非常勤職員（パート）募集要領 

 

１．募集内容 

・募集職種     子ども発達支援センター職員（育児休業の代替の職員） 

子どもの発達に関する個別相談支援、保育所、学校等への巡回支援及び 

社会福祉サービス調整等 

・資格等      社会福祉士又は心理士（公認心理師、臨床心理士）の資格のある方 

          普通自動車運転免許（AT限定可） 

・採用人数     １名 

・基本給（時給）  社会福祉士  １，３３１円 

          心理士    １，３９６円 

・手当       通勤手当 距離により支給（２km 以上の方） 

・勤務場所     日進市障害者福祉センター 

（住所）日進市竹の山四丁目３０１番地 

・勤務時間     午前８時３０分から午後４時３０分まで（休憩 1時間） ７時間勤務 

          勤務時間、勤務日数はご相談に応じます。 

・勤務期間     令和５年８月１４日～令和６年３月３１日（予定） 

         （期間は、職員の育児休業期間により変更される可能性もあります。 

その場合、最長で令和６年８月中旬まで） 

・休日       土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

・休暇        有給休暇は、法令どおり 

特別休暇で就学前のお子さんには「子の看護休暇」の制度があります。 

・福利厚生      健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 

健康管理として毎年1回定期的に健康診断を実施しています。 

・その他      規程により賞与（年間２．４か月分 令和４年度実績） 

  ただし、勤務が６か月未満の場合、一部減額があります。 

２.採用試験について 

・選考方法        書類選考、面接試験 

・受付期間      令和５年7月2０日まで（以降は応募者なければ随時） 

・試験会場        日進市障害者福祉センター 

・結果発表        試験結果は、試験日から７日程度で通知します。 

・提出書類        ①履歴書（任意様式に写真添付） 

②職務経歴書（任意様式で業務内容や従事年数を具体的に記入してください。） 

③上記の資格証の写し 

※持参される場合は、受付場所へ午前８時３０分～午後５時の間にお持ち 

ください。施設見学もできます。（土、日曜、祝日は除く） 

 

・受付場所     〒４７０－０１３６ 

及び問い合わせ  日進市竹の山四丁目３０１番地 

日進市子ども発達支援センター          

TEL（０５６１）－７２―０８５７   担当：熊谷・小塚 

 


